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(57)【要約】
　第１ユニット及び第２ユニットの相対位置又は相対姿
勢を変更することで、収納状態と使用状態とに設定可能
な本体と、電子メールの送信及び受信を行う無線通信部
（２３）と、本体が収納状態であるか否かを検出する状
態検出部（２９）と、ユーザにより操作されるサイドキ
ー（２４）と、メールアドレス及びメッセージ文を含む
電子メール情報を記憶する記憶部（２８）と、サイドキ
ー（２４）の押し下げ時間を計測すると共に、状態検出
部（２９）が収納状態を検出した場合に、サイドキー（
２４）の押し下げ時間に応じて、その押し下げ時間に割
り当てられ、記憶部（２８）に記憶された電子メール情
報を電子メールとして無線通信部（２３）を用いて送信
する制御部（２０）とを備えた携帯電話機である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子メールの送信及び受信を行う通信部と、
　ユーザにより操作される操作キーと、
　メールアドレス及びメッセージ文を含む電子メール情報を記憶する記憶部と、
　前記操作キーへの操作量を計測すると共に、前記操作キーへの操作量に応じて、その操
作量に割り当てられた前記電子メール情報を電子メールとして前記通信部を用いて送信す
る制御部とを備える、
ことを特徴とする通信端末。
【請求項２】
　前記通信端末は、第１ユニット及び第２ユニットの相対位置又は相対姿勢を変更するこ
とで収納状態と使用状態とに設定可能な本体と、前記本体が収納状態であるか否かを検出
する状態検出部と、を備え、
　前記状態検出部が本体が収納状態であることを検出した場合に、前記操作キーへの操作
量に応じて、その操作量に割り当てられた電子メール情報を電子メールとして前記通信部
を用いて送信する、
ことを特徴とする請求項１に記載の通信端末。
【請求項３】
　前記操作キーは、前記本体の、少なくとも前記収納状態にて操作可能な位置に配置され
ていることを特徴とする請求項２に記載の通信端末。
【請求項４】
　少なくとも前記本体が収納状態である場合に当該本体に視認可能な位置に配置された表
示部を更に備え、前記制御部は、前記操作キーへの操作量に応じて、その操作量に割り当
てられた前記電子メール情報を前記表示部に表示すると共に電子メールとして前記通信部
を用いて送信する、ことを特徴とする請求項２又は３に記載の通信端末。
【請求項５】
　所定の振動パターンで振動する振動部を更に備え、前記制御部は、前記操作キーへの操
作量に応じて、異なる振動パターンで前記振動部を振動させると共に、その操作量に割り
当てられた前記電子メール情報を電子メールとして前記通信部を用いて送信する、ことを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信端末。
【請求項６】
　収納状態と使用状態とに設定可能な本体を有する通信端末にて実行される電子メールの
送信方法であって、
　前記本体が収納状態であるか否かを検出し、
　ユーザにより操作される操作キーへの操作量を計測し、
　前記本体が収納状態であることを検出した場合に、前記操作キーへの操作量に応じて、
その操作量に割り当てられ、メールアドレス及びメッセージ文を含む電子メール情報を電
子メールとして送信する、
ことを特徴とする電子メールの送信方法。　
【請求項７】
　第１ユニット及び第２ユニットの相対位置又は相対姿勢を変更することで収納状態と使
用状態とに設定可能な本体と、
　電子メールの送信及び受信を行う通信部と、
　前記本体が収納状態であるか否かを検出する状態検出部と、
　ユーザにより操作される操作キーと、を有する通信端末に内蔵されるコンピュータを、
　メールアドレス及びメッセージ文を含む電子メール情報を記憶する記憶手段、
　前記操作キーへの操作量を計測すると共に、前記状態検出部が前記本体が収納状態であ
ることを検出した場合に、前記操作キーへの操作量に応じて、その操作量に割り当てられ
た前記電子メール情報を電子メールとして前記通信部を用いて送信する制御手段、
　として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子メール送信機能を有する通信端末、電子メールの送信方法、及びコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信端末として、携帯電話機、ＰＣ（Personal Computer）、ＰＤＡ（Personal Digita
l Assistant；携帯情報端末）などが普及している。
【０００３】
　これらの通信端末には、電子メールの送受信機能が備えられている。そして、この通信
端末で電子メールを送信する場合には、メール機能を立ち上げ、メモリからメールアドレ
スを読み出し、さらに電子メールの入力画面においてメッセージ文を入力するために、煩
雑なキー操作やボタン操作が必要となっている。
【０００４】
　そして、このような通信端末では、家族や友人などの特定の相手に、決められたメッセ
ージ文を電子メールとして送信する場合でも、煩雑なキー操作やボタン操作が必要となっ
ていたために、利便性に劣るものであった。
【０００５】
　これに対して、比較的簡易なキー操作によって、家族や友人などの特定の相手に電子メ
ールを送信できる携帯電話機（通信端末）が知られている（例えば、特許文献１を参照）
。　
【０００６】
　この携帯電話機によれば、特定キーに割り当ててメールアドレスをメモリに記憶させて
おき、特定キーを所定時間以上連続して押し下げることによって、そのメールアドレスを
宛先とする電子メールの入力画面を呼び出し、メッセージ文の入力と、入力後の電子メー
ルの送信とを可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－６０７４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、この携帯電話機では、電子メールの送信相手ごとに特定キーを変えて操
作する必要があり、しかも、メッセージ文はキー操作やボタン操作によって個別に入力す
る必要がある。そのため、家族や友人などの特定の相手に決められたメッセージ文を電子
メールとして送信する場合などでも煩雑なキー操作やボタン操作を必要とし、ユーザの利
便性が損なわれていた。そこで、更に利便性よく特定の相手に対して決められたメッセー
ジ文を送信できる通信端末が求められている。
【０００９】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、特定の相手に対して決められたメ
ッセージ文を簡易な手法で送信できる電子メール送信機能を有する通信端末、電子メール
の送信方法、及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１観点に係る通信端末は、電子メールの送信及び受信を行う通信部と、ユー
ザにより操作される操作キーと、メールアドレス及びメッセージ文を含む電子メール情報
を記憶する記憶部と、前記操作キーへの操作量を計測すると共に、前記操作キーへの操作
量に応じて、その操作量に割り当てられた前記電子メール情報を電子メールとして前記通
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信部を用いて送信する制御部とを備える、ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の第２の観点に係る電子メールの送信方法は、
　収納状態と使用状態とに設定可能な本体を有する通信端末にて実行される電子メールの
送信方法であって、
　前記本体が収納状態であるか否かを検出し、ユーザにより操作される操作キーへの操作
量を計測し、前記本体が収納状態であることを検出した場合に、前記操作キーへの操作量
に応じて、その操作量に割り当てられ、メールアドレス及びメッセージ文を含む電子メー
ル情報を電子メールとして送信する、ことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の第３の観点に係るコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、第１ユニッ
ト及び第２ユニットの相対位置又は相対姿勢を変更することで収納状態と使用状態とに設
定可能な本体と、電子メールの送信及び受信を行う通信部と、前記本体が収納状態である
か否かを検出する状態検出部と、ユーザにより操作される操作キーと、を有する通信端末
に内蔵されるコンピュータを、メールアドレス及びメッセージ文を含む電子メール情報を
記憶する記憶手段、前記操作キーへの操作量を計測すると共に、前記状態検出部が前記本
体が収納状態であることを検出した場合に、前記操作キーへの操作量に応じて、その操作
量に割り当てられた前記電子メール情報を電子メールとして前記通信部を用いて送信する
制御手段、として機能させるためのプログラムを記録している、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、特定の相手に対して決められたメッセージ文を簡易に送信することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態に係る通信端末が実現される携帯電話機のブロック図である。
【図２】実施形態に係る携帯電話機の使用状態での外観を示す図であり、（ａ）は、携帯
電話機の表面を示す正面図、（ｂ）は、携帯電話機の背面を示す背面図、（ｃ）は、（ａ
）及び（ｂ）のＡ方向から観た携帯電話機の側面図である。
【図３】実施形態に係る携帯電話機が収納状態と使用状態とに変更される状態を示す側面
図であり、（ａ）は、携帯電話機の収納状態を示す図、（ｂ）は、携帯電話機の使用状態
を示す図である。
【図４】実施形態に係る携帯電話機による各動作モードの設定処理を示すフローチャート
である。
【図５】実施形態に係る携帯電話機の表示部にモード選択画面が表示されている状態を示
す図である。
【図６】実施形態に係る携帯電話機の表示部に電子メール入力画面が表示されている状態
を示す図である。
【図７】電子メールとして送信される電子メール情報のデータ構造を示す図である。
【図８】実施形態に係る携帯電話機による電子メールの送信処理を示すフローチャートで
ある。
【図９】実施形態に係る携帯電話機の表示部及び背面表示部に、サイドキーの押し下げ時
間別に表示される電子メール情報を示す図である。
【図１０】実施形態に係る携帯電話機の振動部がサイドキーの押し下げ時間別に振動する
振動パターンを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
　図１は、本実施形態に係る通信端末が実現される携帯電話機の概略構成を示すブロック
図である。



(5) JP WO2011/043145 A1 2011.4.14

10

20

30

40

50

　本実施形態に係る携帯電話機１００は、音声通話、電子メールの送信及び受信、インタ
ーネットへの接続、ＴＶ放送受信・再生などの通信機能を備えている。図１に示すように
、携帯電話機１００は、制御部２０と、表面表示部２１と、スピーカ２２と、アンテナ２
３ａを有する無線通信部２３と、サイドキー２４と、振動部２５と、マイクロフォン２６
と、操作部２７と、背面表示部２１ａと、記憶部２８と、状態検出部２９と、を備えてい
る。
【００１６】
　表面表示部２１は、メイン（主）の表示部として機能し、液晶表示装置や有機ＥＬ（El
ectroluminescence）表示装置などから構成され、電子メールなどの文字情報や各種の画
像情報を表示する。背面表示部２１ａは、サブ（副）の表示部として機能し、液晶表示装
置などから構成され、表面表示部２１よりも簡略化された文字情報や各種の画像情報を表
示する。無線通信部２３は、アンテナ２３ａから受信した電波を復調して所定の情報を含
む電気信号に変換するとともに、所定の情報を含む電気信号を変調してアンテナ２３ａか
ら送信する。サイドキー２４は、押しボタン式のスイッチから構成され、ユーザの押し下
げ操作により、所定の電子メール情報を電子メールとして送信するためのものである。状
態検出部２９は、マイクロスイッチから構成され、携帯電話機１００の状態を検出するも
のである。携帯電話機１００の状態とは、第１ユニット１１に対して第２ユニット１２が
重ね合わされ、折畳んだ状態でポケットなどに収納可能な状態（以下、「収納状態」とい
う。）や、第１ユニット１１に対して第２ユニット１２が開いた状態とされ、携帯電話機
１００が通話や電子メール送信などに使用可能な状態（以下、「使用状態」という。）等
を示す。振動部２５は、振動モータからなり、モータの回転軸に重心が偏心するように分
銅を取り付け、モータが回転すると、重心の不釣り合いのため振動が発生する。この振動
部２５は、モータに入力される電気信号の信号パターンに応じて各種の振動パターンで振
動可能となっている。
【００１７】
　制御部２０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）及びメモリを含むマイクロコンピ
ュータから構成され、記憶部２８に格納されたプログラムにより動作する。
【００１８】
　制御部２０は、マイクロフォン２６から入力されたユーザの音声をその音声処理部（図
示せず）により電気信号とし、無線通信部２３及びアンテナ２３ａを介して無線ネットワ
ークに音声情報を含む電波を送信する。また、制御部２０は、無線ネットワークからアン
テナ２３ａ及び無線通信部２３を介して受信した音声情報を含む電気信号を、スピーカ２
２から音声として出力する。
【００１９】
　また、制御部２０は、操作部２７から、電話番号、電子メールのメールアドレス、メッ
セージ文などの各種情報の入力や、スクロール操作、決定操作などの各種の操作を受け付
ける。また、制御部２０は、操作部２７で選択された、インターネットへの接続、ＴＶ放
送受信・再生などの各種の機能を実現する。そして、制御部２０は、無線通信部２３を制
御し、無線基地局との間での電子メールの送信及び受信処理を行う。
【００２０】
　また、制御部２０は、表面表示部２１及び背面表示部２１ａを制御し、操作部２７の入
力操作や記憶部２８に記憶された各種データに基づいて、電子メールのメールアドレス（
宛先）、メッセージ文などの文字情報や各種の画像情報を表示させる。
【００２１】
　さらに、制御部２０は、振動部２５を制御し、モータに各種の信号パターンを有する電
気信号を入力し、それに対応した振動パターンで振動部２５を振動させる。また、制御部
２０は、サイドキー２４及び状態検出部２９が押し下げられると、オンとして認識すると
ともに、サイドキー２４及び状態検出部２９の押し下げが解除されると、オフとして認識
する。
【００２２】
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　記憶部２８は、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ハー
ドディスク装置、フラッシュメモリなどから構成され、制御部２０を動作させるプログラ
ムやそのプログラムに利用される各種のデータを格納すると共に、制御部２０の作業領域
となる。
【００２３】
　図２（ａ）～（ｃ）に示すように、本実施形態に係る携帯電話機１００は、折り畳み型
のものであり、その本体１０は、回転により相対姿勢を変更可能な第１ユニット１１及び
第２ユニット１２を有する。
【００２４】
　図３（ａ）に示すように、本体１０は、第１ユニット１１に対して第２ユニット１２を
回転軸１０ａを中心として回転させ、収納状態（折り畳み状態）とすることができる。ま
た、図３（ｂ）に示すように、本体１０は、第１ユニット１１に対して第２ユニット１２
を回転軸１０ａを中心として回転させ、使用状態（開いた状態）とすることができる。
【００２５】
　図２（ａ）に示すように、第１ユニット１１の表面には、操作部２７と、状態検出部２
９とが配置され、第２ユニット１２の表面には、表面表示部２１が配置されている。
【００２６】
　操作部２７は、文字や数字などを入力するためのテンキー２７ａ、表面表示部２１にモ
ード選択画面を表示させるためのモード選択画面ボタン２７ｂ、表面表示部２１に反転表
示されたカーソルをスクロールするためのスクロールキー２７ｃ、カーソルによって選択
した内容や、入力された各種情報を決定（確定）させるための決定キー２７ｄなどから構
成されている。
【００２７】
　この状態検出部２９は、図３（ａ）に示すように、本体１０を収納状態とすると、第２
ユニット１２の表面に押されてオンとなる。また、状態検出部２９は、図３（ｂ）に示す
ように、本体１０を使用状態とすると、第２ユニット１２の表面に押された状態が解除さ
れてオフとなる。
【００２８】
　携帯電話機１００は、本体１０の収納状態を解除して使用状態とすることで、第１ユニ
ット１１及び第２ユニット１２の各表面が露出するようになる。そしてこの使用状態では
、表面表示部２１に表示される電子メールの入力画面を確認しながら操作部２７を操作し
、メールアドレスやメッセージ文などが入力可能となる。
【００２９】
　図２（ｂ）に示すように、第１ユニット１１の背面には、背面表示部２１ａが配置され
ている。背面表示部２１ａは、本体１０が収納状態及び使用状態のいずれであっても、そ
の表示内容が確認可能となっている。つまり、背面表示部２１ａは、本体１０において、
常時視認可能な位置である第１ユニット１１の背面に配置されている。
【００３０】
　図２（ｃ）に示すように、第１ユニット１１の側面には、サイドキー２４が配置されて
いる。サイドキー２４は、本体１０が収納状態及び使用状態のいずれであっても、その押
し下げ操作が可能となっている。つまり、サイドキー２４は常時押し下げ操作が可能な状
態となっている。
【００３１】
　なお、本実施形態では、第１ユニット１１には、図２（ａ）に示すように、マイクロフ
ォン２６が配設されると共に、制御部２０、振動部２５、及び記憶部２８が内蔵されてい
る（図１参照）。また、第２ユニット１２には、図２（ａ）～（ｃ）に示すように、アン
テナ２３ａ及びスピーカ２２が配設されるとともに、無線通信部２３及びスピーカ２２（
図１参照）が内蔵されている。
【００３２】
　本実施形態に係る携帯電話機１００では、その操作性を簡易なものとするため、複数の
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動作モードに設定可能な状態としている。その内、「ワンプッシュメール入力モード」で
は、「電子メール入力画面」が表示され、操作部２７の手動操作により送信されるメール
アドレス及びメッセージ文が入力可能な状態となる。また、「ワンプッシュ送信モード」
では、サイドキー２４の押し下げ（プッシュ）操作のみで、表面表示部２１及び背面表示
部２１ａに表示されている電子メール情報が電子メールとして送信される。
【００３３】
＜モード選択処理＞
　本実施形態に係る携帯電話機１００の各動作モードへの設定処理について、図４のフロ
ーチャート、及び、図５～図７を参照して説明する。
【００３４】
　図４に示すように、携帯電話機１００の電源がオンとされた後、制御部２０は、待機状
態において、いずれかのキー又はボタンの入力操作の有無を判別する（ステップＳ１００
）。そして、いずれのキー又はボタンの入力操作もないと判別された場合には（ステップ
Ｓ１００：Ｎｏ）、ステップＳ１００で待機状態を継続する。
【００３５】
　そして、制御部２０は、いずれかのキー又はボタンの入力操作があったと判別した場合
には（ステップＳ１００：Ｙｅｓ）、操作部２７のモード選択画面ボタン２７ｂの押し下
げ操作の有無を判別する（ステップＳ１０１）。そして、制御部２０は、モード選択画面
ボタン２７ｂの押し下げ操作があったと判別すると（ステップＳ１０１：Ｙｅｓ）、制御
部２０は、図５に示すように、表面表示部２１に「モード選択画面」を表示する（ステッ
プＳ１０２）。
　一方、ステップＳ１０１において、制御部２０は、操作部２７のモード選択画面ボタン
２７ｂの押し下げ操作がないと判別すると（ステップＳ１０１：Ｎｏ）、待機状態を継続
する（ステップＳ１０１）。
【００３６】
　そして、制御部２０は、図５に示すように、表面表示部２１に表示されたカーソルがス
クロールキー２７ｃによって上下にスクロールされて「ワンプッシュメール入力モード」
が選択されると共に、決定キー２７ｄの押し下げ操作があったと判別すると（ステップＳ
１０３：Ｙｅｓ）、携帯電話機１００を「ワンプッシュメール入力モード」に設定する（
ステップＳ１０４）。
【００３７】
　この「ワンプッシュメール入力モード」では、制御部２０によって表面表示部２１が制
御され、図６に示すように、表面表示部２１に「電子メール入力画面」が表示される（ス
テップＳ１０５）。この「電子メール入力画面」では、操作部２７の手動操作により送信
されるメールアドレス及びメッセージ文が入力可能な状態となる。
【００３８】
　この「電子メール入力画面」では、テンキー２７ａを用いて、「１」～「４」のいずれ
かである登録番号と、その登録番号に対応させ、電子メール情報としてのメールアドレス
、メールアドレスが示す宛先、及びメッセージ文とが入力される。この入力の後に、決定
キー２７ｄが押し下げられると（ステップＳ１０６）、制御部２０は、図７に示すデータ
形式で、登録番号に電子メール情報（メールアドレス及びメッセージ文）を対応させた状
態で記憶部２８に記憶させる（ステップＳ１０７）。
【００３９】
　例えば、ユーザが、登録番号「１」、配偶者（妻）のメールアドレス「＋＋＋＠＊＊＊
.＆＆.＄＄」、メールアドレスが示す宛先である「妻」、及びメッセージ文「今から帰宅
する。」を順次入力し、決定キー２７ｄを押し下げる。これに応じて制御部２０は、登録
番号「１」に対応した記憶部２８の記憶領域に、メールアドレス「＋＋＋＠＊＊＊.＆＆.
＄＄」、メールアドレスが示す宛先である「妻」及びメッセージ文「今から帰宅する。」
を記憶する。
【００４０】
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　また、ユーザが、登録番号「２」～「４」、妻、職場の上司、友人のメールアドレス、
各メールアドレスが示す宛先、及びそれぞれの宛先に対する所定のメッセージ文を順次入
力し、決定キー２７ｄを押し下げる。これに応じて、制御部２０は、登録番号「２」～「
４」に対応した記憶部２８の記憶領域に、妻、職場の上司、友人のメールアドレス、メー
ルアドレスが示す宛先である「妻」、「職場の上司」、「友人」、及びそれぞれの宛先に
対する所定のメッセージ文を記憶する。
【００４１】
　一方、ステップＳ１０３において、制御部２０は、「ワンプッシュメール入力モード」
が選択されなかったと判別すると（ステップＳ１０３：Ｎｏ）、ステップＳ１０８に移行
する。そして、ステップＳ１０８において、制御部２０は、スクロールキー２７ｃによっ
て表面表示部２１に表示されたカーソルが上下にスクロールされて「ワンプッシュ送信モ
ード」が選択されると共に、決定キー２７ｄの押し下げ操作があったと判別すると（ステ
ップＳ１０８）、携帯電話機１００を「ワンプッシュ送信モード」に設定する（ステップ
Ｓ１０９）。この「ワンプッシュ送信モード」では、サイドキー２４の押し下げ（プッシ
ュ）操作のみで、表面表示部２１及び背面表示部２１ａに表示されている電子メール情報
が電子メールとして送信される。
【００４２】
＜電子メールの送信処理＞
　次に、本実施形態に係る携帯電話機１００を用いて電子メールを送信する処理について
、図８のフローチャート、及び、図９を参照して説明する。
【００４３】
　図８に示すように、携帯電話機１００の電源がオンとされた後、制御部２０は、待機状
態において、いずれかのキー又はボタンが入力操作の有無を判別する（ステップＳ２００
）。そして、いずれのキー又はボタン入力操作もない場合には（ステップＳ２００：Ｎｏ
）、ステップＳ２００で待機状態を継続する。
【００４４】
　そして、制御部２０は、いずれかのキー又はボタンの入力操作があったと判別した場合
には（ステップＳ２００：Ｙｅｓ）、制御部２０は、サイドキー２４が押し下げ操作の有
無を判別する（ステップＳ２０１）。
【００４５】
　さらに、制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ操作があったと判別すると（ステッ
プＳ２０１：Ｙｅｓ）、携帯電話機１００が「ワンプッシュ送信モード」に設定されてい
るか否かを判別する（ステップＳ２０２）。
【００４６】
　一方、制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ操作がないと判別すると（ステップＳ
２０１：Ｎｏ）、待機状態を継続する（ステップＳ２０１）。
【００４７】
　さらに、制御部２０は、携帯電話機１００が「ワンプッシュ送信モード」に設定されて
いないと判別すると（ステップＳ２０２：Ｎｏ）、携帯電話機１００の本体１０が収納状
態か否かを判別する（ステップＳ２０３）。
【００４８】
　一方、制御部２０は、携帯電話機１００が「ワンプッシュ送信モード」に設定されてい
ると判別すると（ステップＳ２０２：Ｙｅｓ）、サイドキー２４の押し下げ時間の計測を
開始する（ステップＳ２０５）。
【００４９】
　ステップＳ２０２において、制御部２０は、携帯電話機１００の本体１０が収納状態で
あると判別すると（ステップＳ２０３：Ｙｅｓ）、携帯電話機１００を「ワンプッシュ送
信モード」に設定する（ステップＳ２０４）。
【００５０】
　一方、制御部２０は、携帯電話機１００の本体１０が収納状態でなく、使用状態である
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と判別すると（ステップＳ２０３：Ｎｏ）、再びサイドキー２４が押し下げられるまで、
待機状態を継続する（ステップＳ２０１）。
【００５１】
　制御部２０は、ステップＳ２０５でサイドキー２４の押し下げ時間ｔｓ（ｓｅｃ）を計
測する（ステップＳ２０５）。ここでは、ステップＳ２０１でサイドキー２４の押し下げ
操作が開始されてから、ステップＳ２０８でサイドキー２４の押し下げ操作が解除される
までの、サイドキー２４の押し下げ時間ｔｓが計測される。
【００５２】
　次に、制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ時間ｔｓに応じて異なる電子メール情
報を記憶部２８から読み出し、図９に示すように、表面表示部２１及び背面表示部２１ａ
に表示する（ステップＳ２０６）。
【００５３】
　即ち、制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ時間ｔｓが１秒未満の場合（０＜ｔｓ
＜１）には、図７に示すデータ形式で記憶部２８に記憶されていた登録番号１の電子メー
ル情報（配偶者（妻）のメールアドレス「＋＋＋＠＊＊＊.＆＆．＄＄」、メールアドレ
スに対応した宛先「妻」、及びメッセージ文「今から帰宅する。」）を読み出すと共に、
当該電子メール情報を表面表示部２１及び背面表示部２１ａに表示する。
【００５４】
　また、制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ時間ｔｓが１秒以上２秒未満（１≦ｔ
ｓ＜２）、押し下げ時間ｔｓが２秒以上３秒未満（２≦ｔｓ＜３）、押し下げ時間ｔｓが
３秒以上の場合（３≦ｔｓ）の各場合には、それぞれ、図７に示すデータ形式で記憶部２
８に記憶されていた登録番号２、３、４の電子メール情報（メールアドレス、メールアド
レスに対応した宛先、及びそれぞれの宛先に対するメッセージ文）を読み出すと共に、当
該電子メール情報を表面表示部２１及び背面表示部２１ａに表示する。
【００５５】
　続いて、制御部２０は、振動部２５のモータに各種の信号パターンからなる電気信号を
出力することにより、図１０に示すように、サイドキー２４の押し下げ時間ｔｓに応じて
それぞれ異なる振動パターンで振動部２５を振動させる（ステップＳ２０７）。
【００５６】
　即ち、制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ時間ｔｓが１秒未満の場合（０＜ｔｓ
＜１）には、１周期が０．２秒で０．１秒ごとに振動と、振動の停止とが入れ替わる振動
パターンで振動部２５を振動させる。また、制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ時
間ｔｓが１秒以上２秒未満の場合（１≦ｔｓ＜２）には、１周期が０．４秒で０．２秒ご
とに振動と、振動の停止とが入れ替わる振動パターンで振動部２５を振動させる。また、
制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ時間ｔｓが２秒以上３秒未満の場合（２≦ｔｓ
＜３）には、１周期が０．４秒で０．３秒の振動と、０．１秒の振動の停止とが入れ替わ
る振動パターンで振動部２５を振動させる。さらに、制御部２０は、サイドキー２４の押
し下げ時間ｔｓが３秒以上の場合（３≦ｔｓ）には、１周期が０．３秒で０．１５秒ごと
に振動と、振動の停止とが入れ替わる振動パターンで振動部２５を振動させる。
【００５７】
　次に、制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ操作が解除されたか否かを判別する（
ステップＳ２０８）。制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ操作が解除されたと判別
した場合には（ステップＳ２０８：Ｙｅｓ）、ステップＳ２０６で表面表示部２１及び背
面表示部２１ａに表示されていた電子メール情報を無線通信部２３を用いて無線基地局に
送信する（ステップＳ２０９）。これによって、電子メール情報に含まれていたメールア
ドレス（宛先）に、そのメールアドレスに対応したメッセージ文が送信される。一方、制
御部２０は、サイドキー２４の押し下げ操作が解除されていないと判別した場合には（ス
テップＳ２０８：Ｎｏ）、サイドキー２４の押し下げ時間の計測を継続する。
【００５８】
　その後、制御部２０は、サイドキー２４の押し下げ操作の有無を判別する待機状態を継
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続する（ステップＳ２０１）。
【００５９】
　本実施形態に係る携帯電話機１００によれば、サイドキー２４の押し下げ時間に応じて
、メールアドレス（宛先）及びメッセージ文を含む異なる電子メール情報が電子メールと
して送信されるので、特定の相手に対して、決められたメッセージ文を簡易な手法で送信
することができる。
【００６０】
　また、本実施形態に係る携帯電話機１００によれば、サイドキー２４の押し下げ時間に
応じて、表面表示部２１及び背面表示部２１ａに電子メール情報としてのメールアドレス
（宛先）及びメッセージ文が順次表示される。そして、サイドキー２４の押し下げ状態を
解除するだけで、その時点で表面表示部２１及び背面表示部２１ａに表示されていた電子
メール情報が電子メールとして送信されるので、送信されるメールアドレス（宛先）及び
メッセージ文を確認しながら、特定の相手に対して、決められたメッセージ文を簡易な手
法で送信することができる。
【００６１】
　また、本実施形態に係る携帯電話機１００によれば、振動部２５によって、サイドキー
２４の押し下げ時間に応じた異なる振動パターンで報知されるので、例えば、携帯電話機
１００をポケットに入れたままの状態でも、その振動パターンによって電子メールとして
送信される電子メール情報を知ることができる。
【００６２】
　なお、本実施形態では、携帯電話機１００として、第１ユニット１１に対して第２ユニ
ット１２を折り畳むことで収納状態に設定し、開くことで使用状態に設定する折り畳み型
のものを例に説明した。しかしこれに限られず、携帯電話機１００は、例えば、第１ユニ
ット１１に対して第２ユニット１２がスライド移動することで使用状態と収納状態とに設
定されるスライド型のものでもよい。さらに、携帯電話機１００は、第１ユニット１１に
対して第２ユニット１２が折り畳み動作を除く回転移動を行うことで使用状態と収納状態
とに設定される回転型（第２ユニットの回転軸が第１ユニットの操作面に対して垂直に設
定されたものなど）などであってもよい。 
【００６３】
　また、本実施形態では、第１ユニット１１に配置され、本体が収納状態と使用状態との
いずれであるかを検出する状態検出部２９を押しボタン式の機械スイッチにより構成した
。しかしこれに限られず、状態検出部２９は、第２ユニット１２による遮光状態を検知す
る感光式のセンサスイッチや、第２ユニット１２に配置されたマグネットの磁界の強さや
方向を検知するホール素子やＭＲＥ素子などの磁気検出式のセンサスイッチなどから構成
することもできる。
【００６４】
　また、本実施形態では、サイドキー２４の押し下げ時間に応じて、異なる電子メール情
報が電子メールとして送信されるようにした。しかしこれに限られず、サイドキー２４の
操作量、例えば、サイドキー２４の押し下げ回数やサイドキー２４の押し下げ強度に応じ
て、その押し下げ強度に割り当てられた電子メール情報が電子メールとして送信されるよ
うにすることもできる。
【００６５】
　また、本実施形態では、操作キーとしてのサイドキー２４には押しボタン式の機械スイ
ッチを採用した。しかしこれに限られず、操作キーは、例えば、感光式、感圧式、電気抵
抗検知式などのセンサスイッチから構成することもできる。
【００６６】
　また、本実施形態に係る電子メール送信処理を行うプログラムは、持ち運び可能な記憶
媒体等に記録されてもよい。持ち運び可能な記憶媒体には、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ（Comp
act Disk Read Only Memory）又はＤＶＤ－ＲＯＭ（Digital Versatile Disk Read Only 
Memory）等がある。また、該プログラムは、持ち運び可能な記憶媒体から各種の読取装置
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を介して携帯電話機１００にインストールされても良い。さらに、該プログラムは、イン
ターネット等のネットワークから図示しない通信部を介して携帯電話機１００にダウンロ
ード及びインストールされても良い。また、該プログラムは、携帯電話機１００と通信可
能なサーバ等の記憶装置に格納されて、制御部２０への指示を行っても良い。該プログラ
ムを記憶した読み取り可能な記憶媒体（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ（Read Only Memory）、
ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ、ハードディスク、又は、フラッシュメモリ）は、コンピュータが
読み取り可能なプログラム製品となる。
【００６７】
　本発明は、上記実施形態で説明した携帯電話機に限らず、例えば、通信機能を有するＰ
Ｃ（Personal Computer）、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant；携帯情報端末）など
の通信端末においても適用することができる。すなわち、以上に記載した実施形態は説明
のためのものであり、本発明の範囲を制限するものではない。したがって、当業者であれ
ばこれらの各要素または全要素をこれと均等なものに置換した実施形態を採用することが
可能であるが、これらの実施形態も本発明の範囲に含まれる。
【００６８】
　なお、本出願は２００９年１０月５日に出願された日本国特許出願２００９－２３１４
２３号に基づく。本明細書中に日本国特許出願２００９－２３１４２３号の明細書、特許
請求の範囲および図面全体を参照として取り込むものとする。
【符号の説明】
【００６９】
１０　　　本体
１１　　　第１ユニット
１２　　　第２ユニット
２０　　　制御部
２１　　　表面表示部
２１ａ　　背面表示部
２２　　　スピーカ
２３　　　無線通信部
２４　　　サイドキー（操作キー）
２５　　　振動部
２６　　　マイクロフォン
２７　　　操作部
２８　　　記憶部
２９　　　状態検出部
１００　　携帯電話機
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成24年4月4日(2012.4.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　第１ユニット及び第２ユニットの相対位置又は相対姿勢を変更することで収納状態と使
用状態とに設定可能な本体と、
　電子メールの送信及び受信を行う通信部と、
　前記本体が収納状態であるか否かを検出する状態検出部と、
　ユーザにより操作される操作キーと、を有する通信端末に内蔵されるコンピュータを、
　メールアドレス及びメッセージ文を含む電子メール情報を記憶する記憶手段、
　前記操作キーへの操作量を計測すると共に、前記状態検出部が前記本体が収納状態であ
ることを検出した場合に、前記操作キーへの操作量に応じて、その操作量に割り当てられ
た前記電子メール情報を電子メールとして前記通信部を用いて送信する制御手段、
　として機能させるためのプログラム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、電子メール送信機能を有する通信端末、電子メールの送信方法、及びプログ
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ラムに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、特定の相手に対して決められたメ
ッセージ文を簡易な手法で送信できる電子メール送信機能を有する通信端末、電子メール
の送信方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、本発明の第３の観点に係るプログラムは、第１ユニット及び第２ユニットの相対
位置又は相対姿勢を変更することで収納状態と使用状態とに設定可能な本体と、電子メー
ルの送信及び受信を行う通信部と、前記本体が収納状態であるか否かを検出する状態検出
部と、ユーザにより操作される操作キーと、を有する通信端末に内蔵されるコンピュータ
を、メールアドレス及びメッセージ文を含む電子メール情報を記憶する記憶手段、前記操
作キーへの操作量を計測すると共に、前記状態検出部が前記本体が収納状態であることを
検出した場合に、前記操作キーへの操作量に応じて、その操作量に割り当てられた前記電
子メール情報を電子メールとして前記通信部を用いて送信する制御手段、として機能させ
る、ことを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　なお、本実施形態では、第１ユニット１１には、図２（ａ）に示すように、マイクロフ
ォン２６が配設されると共に、制御部２０、振動部２５、及び記憶部２８が内蔵されてい
る（図１参照）。また、第２ユニット１２には、図２（ａ）～（ｃ）に示すように、アン
テナ２３ａ及びスピーカ２２が配設されるとともに、無線通信部２３（図１参照）が内蔵
されている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１０】
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【国際調査報告】
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